
佐
倉
市
規
則
第
四
十

号 

  
 

 
佐
倉
市
都
市

の
低
炭
素
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行

細
則 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の

規
則

は
、
都
市
の
低
炭
素

化
の
促
進
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
八
十
四
号

。
以
下
「
法
」
と

い
う

。
）

の
施
行

に
関
し
、
都
市
の
低

炭
素
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（

平
成
二
十
四
年
政
令

第
二
百
八
十
六
号
。

以
下
「
政
令
」
と

い
う

。
）

及
び
都
市

の
低
炭
素
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
平
成
二
十
四

年
国
土
交
通
省
令

第
八
十
六
号
。
以

下
「
省
令
」
と
い
う

。
）

に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の

規
則

に
お
い
て
使
用
す
る

用
語
の
意
義
は
、
法

、
政
令
又
は
省
令
に

お
い
て
使
用
す
る
用

語
の
例
に
よ
る
ほ

か
、
次
の
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

 

一 

登
録
建

築
物

調
査
機
関 

エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理

化
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十
四
年
法
律

第
四
十
九
号

)

第

七
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
登
録
建

築
物
調
査
機
関
を
い

う
。 

 

二 

登
録
住

宅
性

能
評
価
機
関 

住
宅

の
品
質
確
保
の
促
進

等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
一
年
法
律
第

八
十
一
号
。
以
下

「
品
確
法
」
と
い

う
。

)

第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関

を
い
う
。 



 

三 

住
宅
型

式
性

能
認
定 

品
確
法
第

三
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
住
宅
型
式

性
能
認
定
を
い
う
。 

 
四 

認
証
型

式
住

宅
部
分
等 

品
確
法

第
四
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
認
証
型
式

住
宅
部
分
等
を
い
う

。 

 

（
登
録
建
築
物
調

査
機
関
等
の
技
術
的

審
査
） 

第
三
条 

法
第

五
十

三
条
第
一
項
（
法
第

五
十
五
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む

。
）

の
規

定
に
よ
る
低
炭
素

建
築
物
新
築
等
計

画
の
認
定
の
申
請
（

以
下
「
認
定
の
申
請

」
と
い
う

。
）

を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、

当
該
認
定
の
申
請

を
行
う
前
に
、
低

炭
素
建
築
物
新
築
等

計
画
が
法
第
五
十
四

条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
登
録
建
築

物
調
査
機
関
又
は
登

録
住
宅
性
能
評
価
機

関
の
審
査
（
以
下
「

技
術
的
審
査
」
と
い

う

。
）

を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
認
定
の
申
請
書

に
添
付
す
る
図
書
） 

第
四
条 

省
令
第
四

十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
市
長
が
必
要

と
認
め
る
図
書
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。 

 

一 

技
術
的

審
査

を
受
け
、
低
炭
素
建

築
物
新
築
等
計
画
が

法
第
五
十
四
条
第
一

項
各
号
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
を
証
す
る

書
類
（
以
下
「
適
合

証
」
と
い
う

。
）

を

発
行
さ
れ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
適
合
証 

 

二 

建
築
基

準
法

(

昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
一
号
。
以

下
「
基
準
法
」
と
い

う
。

)

第
六
条
第
一

項
又
は
第
十
八
条

第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
確
認
済
証
（

基
準
法
第
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
基
準
法
第
六
条
第

一
項
の
確
認
済

証
と
み
な
さ
れ
た

確
認
済
証
を
含
む

。
）

の
交
付
を
受
け
て

い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
確
認
済
証
の
写

し 

 

三 

建
築
物

の
全

部
又
は
一
部
が
住
宅

型
式
性
能
認
定
を
受

け
た
型
式
に
適
合
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
住
宅
の
品
質
確



保
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則

(

平
成
十
二
年
建
設

省
令
第
二
十
号

)

第

四
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
住
宅

型
式
性
能
認
定
書

の
写
し 

 

四 
建
築
物

の
全

部
又
は
一
部
が
認
証

型
式
住
宅
部
分
等
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
住
宅
の
品
質
確

保
の
促
進
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規

則
第
四
十
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
型
式

住
宅
部
分
等
製
造
者

認
証
書
の
写
し 

 

五 

代
理
者

に
よ

っ
て
認
定
の
申
請
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
代
理
者
に

委
任
す
る
こ
と
を
証

す
る
書
類 

２ 

省
令
第
四

十
一

条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
市
長
が
不
要
と

認
め
る
図
書
は
、
前

項
各
号
に
掲
げ
る
図

書
を
添
付
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当

該
図
書
に
お
い
て
明

示
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
事
項
と
し
て
指

定
さ
れ
た
も
の
に
係

る
図
書
と
す
る
。 

 

（
確
認
の
申
請
書

の
提
出
部
数
） 

第
五
条 

法
第

五
十

四
条
第
二
項
後
段
（

法
第
五
十
五
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む

。
）

の
確
認
の
申
請
書

の
提
出
部
数
は
、

正
本
及
び
副
本
各
一

通
（
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
正
本
及

び
副
本
各
二
通
）

と
す
る
。 

 

（
審
査
の
委

託
） 

第
六
条 

市
長

は
、

認
定
の
申
請
に
係
る

審
査
の
全
部
又
は
一

部
を
登
録
住
宅
性
能

評
価
機
関
又
は
登
録

建
築
物
調
査
機
関

に
委
託
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
構
造
計
算

適
合

性
判
定
に
準
じ
た
審

査
の
実
施
） 

第
七
条 

市
長

は
、

法
第
五
十
四
条
第
二

項
前
段
の
規
定
に
よ

る
申
出
を
受
け
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該

申
出
に
係
る
低
炭



素
建
築
物
新
築
等

計
画
が
基
準
法
第
六

条
第
五
項
の
規
定
に

よ
る
構
造
計
算
適
合

性
判
定
を
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
建

築
物
に
係
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
構

造
計
算
適
合
性
判
定

に
準
じ
た
審
査
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、

前
項

の
規
定
に
よ
る
審
査

を
基
準
法
第
十
八
条

の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
千
葉
県
知
事

が
指
定
し
た
指
定

構
造
計
算
適
合
性

判
定
機
関
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
申
請
の
取
下
げ

） 

第
八
条 

認
定

の
申

請
を
し
た
者
は
、
当

該
認
定
の
申
請
を
取

り
下
げ
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
取
下
届
（

別
記
様
式
第
一

号
）
に
よ
り
市
長

に
届
け
出
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

市
長
は
、

前
項

の
規
定
に
よ
る
届
出

を
受
け
た
と
き
は
、

取
下
届
受
付
通
知
書

（
別
記
様
式
第
二
号

）
に
当
該
届
出
を

受
け
付
け
た
旨
を

表
示
し
た
省
令
第
四

十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
の

副
本
及
び
そ
の
添
付

図
書
を
添
え
て
、

当
該
届
出
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る

。 

 

（
認
定
し
な
い
旨

の
通
知
） 

第
九
条 

市
長

は
、

低
炭
素
建
築
物
新
築

等
計
画
が
法
第
五
十

四
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合

し
な
い
と
認
め
た

と
き
、
又
は
同
条

第
六
項
に
規
定
す
る

通
知
書
の
交
付
を
受

け
た
と
き
は
、
不
認

定
通
知
書
（
別
記
様

式
第
三
号
）
に
よ

り
申
請
者
に
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
取
り
や
め

の
届

出
） 

第
十
条 

認
定

建
築

主
は
、
低
炭
素
建
築

物
の
新
築
等
を
取
り

や
め
る
と
き
は
、
取

り
や
め
届
（
別
記
様

式
第
四
号
）
に
省



令
第
四
十
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
の
通
知
書
を
添

え
て
、
市
長
に
届
け

出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
市
長
は
、

前
項

の
規
定
に
よ
る
届
出

を
受
け
た
と
き
は
、

取
り
や
め
届
受
付
通

知
書
（
別
記
様
式
第

五
号
）
に
当
該
届

出
を
受
け
付
け
た

旨
を
表
示
し
た
前
項

の
認
定
の
通
知
書
を

添
え
て
、
当
該
届
出

者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

 

（
名
義
変
更
届
） 

第
十
一
条 

認

定
建

築
主
は
、
低
炭
素
建

築
物
の
新
築
等
が
完

了
す
る
前
に
、
低
炭

素
建
築
物
新
築
等
計

画
に
係
る
建
築
物

の
全
部
又
は
一
部

を
譲
り
渡
し
た
と
き

は
、
譲
受
人
と
連
署

し
た
名
義
変
更
届
（

別
記
様
式
第
六
号
）

の
正
本
及
び
副
本

に
認
定
通
知
書
及

び
法
第
五
十
三
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定

す
る
資
金
計
画
を
記

載
し
た
書
面
を
添
え

て
、
市
長
に
届
け

出
る
も
の
と
す
る

。 

２ 

市
長
は
、

前
項

の
規
定
に
よ
る
届
出

を
受
け
た
と
き
は
、

名
義
等
変
更
受
付
通

知
書
（
別
記
様
式
第

七
号
）
に
前
項
の

届
出
書
の
副
本
を

添
え
て
、
当
該
認
定

建
築
主
等
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
報
告
の
徴
収
） 

第
十
二
条 

市

長
は

、
認
定
建
築
主
が
低

炭
素
建
築
物
の
新
築

等
を
完
了
し
た
と
き

は
、
必
要
に
応
じ
、

法
第
五
十
六
条
の

規
定
に
よ
り
認
定

建
築
主
に
対
し
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
書

面
に
よ
り
報
告
を

求
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

一 

低
炭
素

建
築

物
の
新
築
等
が
完
了

し
た
こ
と
を
建
築
士

が
確
認
し
た
場
合 

低
炭
素
建
築
物
の
新

築
等
が
完
了
し
た

旨
の
報
告
書
（
建

築
士
）
（
別
記
様
式

第
八
号
）
及
び
建
築

士
に
よ
る
工
事
監
理

報
告
書
（
建
築
士
法

施
行
規
則
（
昭



和
二
十
五
年
建
設

省
第
三
十
八
号
）
第

十
七
条
の
十
五
に
規

定
す
る
工
事
監
理
報

告
書
を
い
う

。
）

の

写
し 

 
二 

前
号
に

掲
げ

る
場
合
以
外
の
場
合 

低
炭
素
建
築
物
の

新
築
等
が
完
了
し
た

旨
の
報
告
書
（
建
築

士
以
外
）
（
別
記

様
式
第
九
号
）
及

び
当
該
建
築
物
の
工

事
の
施
工
者
が
認
定

建
築
主
へ
工
事
の
完

了
を
報
告
し
た
書
面 

 

（
改
善
命
令

） 

第
十
三
条 

法

第
五

十
七
条
の
規
定
に
よ

る
改
善
命
令
は
、
改

善
命
令
書
（
別
記
様

式
第
十
号
）
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
の
取

消
し

の
通
知
） 

第
十
四
条 

法

第
五

十
八
条
の
規
定
に
よ

る
認
定
の
取
消
し
は

、
認
定
取
消
通
知
書

（
別
記
様
式
第
十
一

号
）
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。 


